
高松クラブ 募集要項 

 

第１回全国小学生交流大会が開催された昭和59年を境に、都市部では、多くの陸上クラブが出現しは

じめました。それに負けじと本県高松市で昭和60年に発足させた小学生陸上クラブこそ、現在の高松ク

ラブの前身です。そして、三豊観音寺地区の陸上が著しく台頭しはじめた平成10年頃の高松市では、陸

上競技に興味はあるが「学校に陸上部が無いので陸上ができない」「道具や設備がないのでやりたい種

目ができない」「専門的な指導が受けられない」等の問題を抱える中高生が思いの外多く、その問題の

解決を図ることを目的として再スタートを切った平成16年が、現在の高松クラブの始まりです。 

それ以来、高松クラブが今もなお高い競技力を維持できているのは、一貫して競技力と人間力の両面

を育てる指導実践の成果であると考えています。陸上が好きな選手と選手ファーストの考え方に徹する

指導者とそれらを暖かく見守る保護者の集まりが、現在の高松クラブです。 

つきましては、下記の要領で活動を行っておりますので，趣旨にご賛同いただける方の申し込みをお

待ちしております。 

 

記 

 

１ 活 動 場 所  屋島レクザムフィールド(高松市屋島中町 374-1 TEL：087-802-7350)  

２ 活 動 機 会   週 2 回 (水曜日 17 時 30 分～21 時 00，土曜日 14 時 00～18 時 00) 

         ※ 日曜日は、13 時 00～17 時 00 の自主練習 

３ 対 象 者  高松市内在住の中高大学生(原則) 

４ 年 会 費  ５，０００円（保険料を含む 入部時と年度初めに徴収） 

５ 指導者組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者会 

会長 副会長 会 計 保険担当 エントリー 

重藤 英樹 中西 将之 田中 淳子 岡田 祐子 輪番制 

 

短距離指導 中長距離指導 走幅跳指導 走高跳指導 棒高跳指導 投擲指導 

佐藤 一石 

濱田 和之 

 

 

西村 陽子 中西 将之 

紅粉谷高将 

山崎 佑也 

北谷 静雄 

岡田 貴志 

山崎 太士 

馬場  爽 

三好  優 

高井 信一 

 

代表 三宅 章夫（総括責任者） 

副代表 濱田 和之 副代表 佐藤 一石 



高松クラブ 入部申込書 

高松クラブの活動目的を深く理解した上で、貴クラブへの入部を申し込みます。 

 

ふりがな  
性

別 
男 ・ 女 年齢     歳 

入部者氏名  

所属学校名      学年     年 

生年月日    年   月   日 学校登録ゼッケン No.  

学校での専門種目  最高記録  

入部時の希望種目 短距離  長距離  ハードル  走高跳  走幅跳  棒高跳  投擲(    ) 

誓 約 書 

＜入部の条件＞ 

条件１ 入部は、スポーツ傷害保険等に加入している者に限る。 

条件２ 入部者の送迎は、保護者の責任において行う。 

条件３ 競技者らしからぬ行動が見えた場合は、退部を勧告する。 

条件４ 競技力の向上に努める意思が確認できなくなった場合は、退部を勧告する。 

条件５ 練習中のけがは、応急処置までの責しか負わない。 

 

高松クラブに入部して後は、指導者の指示に従い、上記の条件にそって活動することを保護者と

して誓約いたします。 

 

高松クラブ保護者会会長 殿 

 

令和   年   月   日 

 

保護者住所 （〒                       ） 

自宅電話番号 （                       ） 

携帯電話番号 （                       ） 

保護者氏名 （                    印  ） 



「高松クラブ」会則 

   第 1 章  総則 

  （名称） 

第１条  このクラブは、高松クラブと称する。 

  （目的・目標） 

第２条 このクラブの主な目的は、競技力の向上のための技術指導を提供することにある。競技力の向上のた

めには、人間力の向上は不可欠であるため、人間力と競技力の両面を育てることが最終目標である。 

２ 各学校の部活動を応援するための取組であることが広く理解され、選手はもとより、各学校の教職員から

親しまれ、応援され、学校の部活動と本クラブが協力し合える関係になり得ることが望ましい。 

３ このクラブは、指導者の指導助言を家庭においても実践できるよう、高松クラブ保護者会（以下保護者会

という）と連携し、選手を育成することも目的の一つである。 

  （入部資格） 

第３条  このクラブに入部することのできる者は、原則、高松市内在住の中学生、高校生、大学生、一般人と

する。 

    第２章  練習会場および時間 

  （練習会場） 

第４条  原則として、屋島レクザムフィールド（屋島競技場）を使用する。変更がある場合は、高松クラブホ

ームページにて（以下 HP と表現する）で周知する。 

  （練習時間） 

第５条 練習時間は、水曜日 17：30〜21：00 土曜日 14：00 〜18：00 （日曜日 13：00 〜17：00 自主練

習）とする。ただし、変更がある場合は、その都度 HP で周知する。 

     第３章  指導方針及び指導者組織 

  （指導方針） 

第６条  指導方針は、陸上競技力向上の技術指導に留まらず、人間力の向上を目指し、次世代を担う人材とし

てふさわしい人間を育成する。また、保護者に対しても情報を提供し、クラブと家庭が連携して選手を育成

することができるよう指導する。 

（指導者組織） 

第７条  このクラブの指導者は、次のとおりとする。 

① 保護者会の依頼により、高松市陸上競技協会が推薦し、保護者会が承認した指導者に限る。 

② 「高松市陸上競技協会が推薦する指導者の基準」を満たしている指導者に限る。(別紙参照) 

２ 指導者のうちから互選により、代表１名、副代表２名を選任する。 

     第４章  入部及び退部 

  （入部手続） 

第８条 このクラブに入部しようとする者は、所定の申込書に必要事項を記入の上、保護者会に提出しなけれ

ばならない。 

  （入部許可） 

第９条  入部の決定は、保護者会役員会及び指導者が協議し、保護者会会長がこれを許可する。 

  （退部） 

第１０条  入部の条件の３、４に記載されている通り、それらの行為が見えた場合は退部を勧告され、それを

本人が受諾した時点で退部とする。中高生 3 年生の部活動の引退時期は退部の対象としない。 

２ 保護者会役員会及び指導者が、選手ならびにその保護者がクラブにふさわしくないと判断した場合、保護

者会会長の責任においてその者を退部させることができる。 



 

   第５章  会費及び支払資金 

  （会費） 

第１１条 年会費は、保険加入料を含め 5、000 円（中学生）とし、入部時期にかかわらず入部時と毎年 4 月

に徴収する。ただし、それとは別に、保護者会の議決により、その他の会費を徴収することがある。なお、

指導費は徴収しないこととする。ただし、遠征費、指導者の派遣費、練習器具等が必要な場合は、その都

度保護者会の判断に委ねる。 

 （支払資金） 

第１２条 保護者会の議決により、支払資金を徴収することがある。 

 （納入） 

第１３条 会費、及び支払資金の請求をされた者は、指定された期日、方法で納入しなければならない。 

  ２．正当な理由がなく納入できなかった場合は、退部を勧告される。また、それが複数月に及ぶ場合は、保

護者会会長の責任において退部させることができる。 

   第６章 規律 

 （遵守事項） 

第１４条 選手は、自己の言動に責任と自覚を持ち、他の模範となるべく、練習中だけではなく、日常生活に

おいても次の遵守事項を常に意識し研鑽を積むこと。 

① 自己の立場をわきまえ、指導者、保護者に対し常に敬意を持って接する。 

② 挨拶を徹底する。 

③ 練習会場内では、練習に集中する。 

④ 練習会場内での携帯電話、ミュージックプレイヤー等の電子機器の使用は禁止する。使用の必要がある

場合は、指導者の許可を得る。 

⑤ 規則正しい生活を心掛け、常に体調管理に努める。 

⑥ 自己中心的な言動は慎み、全ての人から愛され尊敬される人物となれるよう研鑽を積む。 

⑦ 指導者、保護者の指示、指導に必ず従う。また内容が理解できない場合は、理解できるまで確認し、理

解した上で自己の責任において行動する。 

第１５条 選手の保護者は、選手の言動に責任を持てるよう対話を密にし、指導者の指導に支障がないよう補

佐をする。 

① このクラブは、学校の部活動ではなく、指導者の好意の下で運営されているクラブ組織であることを正

しく理解し、クラブ運営の目的のため、高い意識を持ち、指導者並びに保護者会を積極的に補佐する。 

② 選手の模範となるよう、自己の言動に責任を持つ。 

③ 練習会場への送迎は、原則として保護者が行う。やむを得ない事情により送迎できない場合は、保護者

の責任において自転車等による参加を認める。なお、送迎に責任をもてない場合、入部を拒否できる。 

④ 保護者会総会の招集があった場合は、必ず出席する。やむを得ない事情がある場合は、必ず担当役員に

連絡し承認を得る。恒常的な欠席者は退部させることがある。 

⑤ 個人情報、クラブの情報等の管理を徹底する。 

⑥ 選手の体調管理を常に心がけ、選手を補佐する。 

⑦ 選手自身が HP の確認を確実に行うよう指導するとともに、保護者自身も確認する。 

 

 

 

 



「高松クラブ」保護者会会則 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この会は、高松クラブ保護者会と称する。 

 

第２章 目的 

（目的） 

第２条 この会は、陸上競技を通じ、選手の人間力の育成、並びに競技力向上を目的とする。 

（設置するクラブ） 

第３条 この会は、前条の目的を達成するため、高松市陸上競技協会に指導者の派遣を依頼し、次に掲げるク

ラブを設置する。 

① 高松クラブ 

 

第３章 会員および役員 

（会員） 

第４条 この会の会員は、高松クラブに所属する選手の保護者とする。また、会員は、高松市陸上競技協会の

運営趣旨に賛同した者とし、高松市陸上競技協会の賛助会員となる。 

（役員） 

第５条 この会は、次の役員を置く。 

① 会  長 １人 

② 副 会 長 若干名 

③ 会  計 若干名 

④ 保険担当 若干名 

（役員の選任） 

第６条 役員は、総会において会員のうちから選任する。 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は、１年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 役員は、再任されることができる。 

３ 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務を行う。 

（役員の補充） 

第８条 役員が欠けたときは、１月以内に補充しなければならない。 

（役員の解任および退任） 

第９条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員の過半数が出席した役員会において、出席役員

過半数の議決および総会の議決により、これを解任することができる。 

① この会則に著しく違反したとき。 

② 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。 

③ 職務上の義務に著しく違反したとき。 

④ 役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。 

２ 役員は次の事由によって退任する。 

 ① 任期の満了。 

 ② 辞任。 



（役員会） 

第１０条 この会に役員会を置く。 

２ 役員会は、役員をもって組織する。 

３ 役員会は、この会の業務を決し、役員の職務の執行を監督する。 

４ 役員会は、高松クラブに入部を希望する選手、並びに保護者に対し、指導者と協議し入部を検討する。 

５ 役員会は、会長が招集する。 

６ 会長は、役員から会議に付議すべき事項を示して役員会の招集を請求された場合には、その請求のあった

日から７日以内に、これを招集しなければならない。 

７ 役員会を招集するには、各役員に対して、会議開催の場所および日時ならびに会議に付議すべき事項を通

知しなければならない。 

８ 前項の通知は、会議の７日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。 

９ 役員会に議長を置き、会長をもって充てる。 

１０ 会長が第６項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した役員が役員会を招集することができ

る。この場合における役員会の議長は、出席役員の互選によって定める。 

１１ 役員会は、役員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第１４

項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。 

１２ 前項の場合において、役員会に付議される事項につき、あらかじめ意思表示した者は、出席者とみなす。 

１３ 役員会の議事は、役員総数の過半数で決する。 

１４ 役員会の決議について、直接の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 

（会長の職務） 

第１１条 会長は、この会則に規定する職務を行い、この会内部の事務を総括し、この会の業務について、こ

の会を代表する。 

（役員の代表権の制限） 

第１２条 会長以外の役員は、この会の業務について、この会を代表しない。 

（会長職務の代理等） 

第１３条 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、副会長がその職務を代行し、その職務を行う。 

（議事録） 

第１４条 会長は、役員会の開催の場所および日時ならびに議決事項およびその他の事項について、議事録を

作成しなければならない。 

（顧問） 

第１５条 この会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、この会の運営に必要な有識者のうちから、役員会が委嘱する。 

３ 顧問は、この会の運営について、会長の諮問に答える。 

４ 顧問は、役員会ならびに総会に随時出席して、意見を述べることができる。ただし、議決に加わることが

できない。 

 

第４章 総会 

（総会） 

第１６条 この会に、総会を置く。 

２ 総会は、毎年度１回以上行うこととし、高松市陸上競技協会総会の日に行うこととし、会長が招集する。 

３ 総会は、会員をもって組織する。 

４ 会長は、会員総数の３分の１以上の会員から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合



には、その請求のあった日から１４日以内に、これを招集しなければならない。 

５ 総会を招集するには、各会員に対して、会議開催の場所および日時ならびに会議に付議すべき事項を通知

しなければならない。 

６ 前項の通知は、会議の７日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。 

７ 総会に議長を置き、議長は、会長をもって充てる。 

８ 総会は、会員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決することができない。 

９ 前項の場合において、総会に付議される事項につき、あらかじめ意思表示した者は、出席者とみなす。 

１０ 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

１１ 前項の事項において、議長は会員として議決に加わることができない。 

（議事録） 

第１７条 第１４条の規定は、総会の議事録について準用する。 

（総会の意見具申等） 

第１８条 総会は、この会の運営もしくは役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、もしく

はその諮問に答え、または役員から報告を徴することができる。 

 （会員の退会） 

第１９条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員会の議決により、これを退会させることがで

きる。 

① 高松クラブの運営方針に違反したとき。 

② 会員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。 

２ 会員は次の事由によって退会する。 

 ① 選手の退会。 

 ② 自主退会。 

第５章 会計 

（経費の支弁） 

第２０条 この会の設置する高松クラブの運営に要する費用は、会費ならびに必要に応じて徴収した支払資金

をもって支弁する。 

（会費） 

第２１条 この会の設置する高松クラブの運営上、会費を徴収する必要が生じた場合、予算および事業計画を

毎会計年度開始前に会長が編成し、総会の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとする

ときも、同様とする。 

 

（支払資金） 

第２２条 この会の設置する高松クラブの運営上、支払資金を徴収する必要が生じた場合、役員会において議

決し、会員全員で均等にこれを負担する。 

（決算） 

第２３条 会費および支払資金を徴収した場合の決算は、毎会計年度終了後１月以内に作成し、会員に報告し

なければならない。 

（会計年度） 

第２４条 この会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるものとする。 

 

 

 



第６章 解散 

（解散） 

第２５条 この会は、目的たる事業の成功の不能となった場合、役員会の議決および総会の議決によって解散

する。 

第７章 会則の変更 

（会則の変更） 

第２６条 この会則を変更しようとするときは、総会の議決を得なければならない。 

 

第８章 補則 

（施行細則） 

第２７条 この会則の施行についての細則、その他この会およびこの会の設置する高松クラブの管理および運

営に関し必要な事項は、高松クラブ指導者と協議の上、役員会が定める。 

 

附 則 

１ この会則は、旧高松クラブの会則を踏襲し、平成２９年４月１日より施行する。 

２ この会の設立当初の役員は、次のとおりとする。 

会 長  谷澤 圭介 

副会長  佐藤 一石 

副会長  長船 明美 

幹 事  松原 真由美 

幹 事  谷澤 真由美 

３ 平成２８年 ４月  一部改正（賛助会員、役員名称） 

４ 平成２９年 ４月 （旧クラブの移行措置等）を附記 

５ 平成３０年１１月 （YKSS が高松陸上クラブに加入したため、高松クラブと高松陸上クラブを別組織と

するため規約の改正を行った。） 

６ 令和 2 年 ９月  会費の改正(年会費 3000 円から 5000 円) 

７ 令和 4 年 7 月  ホームページを作り直したため、掲示板を廃止。SNS での情報共有とした。 

 

令和７年度 保護者会組織 

 

会  長 副会長 会  計 保険担当 エントリー 

重藤 英樹 中西 将之 田中 淳子  岡田 祐子 輪番制 

 

 

 

 

 

 

 



 

高 松 ク ラ ブ の 指 導 理 念 
高松クラブ 

（１） 高松クラブの原点 

これまでの陸上競技への関わりを通して，大きな大会で力を発揮できなかった選手には，いくつかの
共通点や特徴があることに気がつきました。共通点は，＜表―１＞に示す力が不足していること。また
その特徴は，「自分に負ける」，「感情コントロールが苦手」等です。この気づきは，「不足している力を
育てさえすれば勝てる」逆説の発見でもありました。 
このことから，＜表―１＞に示す力は，大きな大会で勝利するための必要条件であることは言うまで

もなく，それらの力の向上こそ「人間力の向上」であることに早く気がつくべきなのです。 
したがって，「陸上競技を通して人間力を高める」考え方こそ，高松クラブの原点と言えます。 

（２） 人間力の要素と育成方法 

「人間力」を一概に定義することは困難です。そこで，陸上競技の大きな大会で力を発揮できなかっ
た選手の共通点や特徴を拾い出し，それらを七つに分類し，「人間力の要素」としてまとめました。そ
して，指導のポイントとして「指導者としての育てたい力」，選手の課題として「選手としての目標」
として具体化しました。 
ここで重要なことは，それらを鍛える場はグランドに限らず，日常生活のすべてが練習の場に成り得

るという認識です。さらには，そこで己を鍛えようとする覚悟です。 

（３） 指導者の必要条件 

陸上競技において，技術のみを磨いても勝てるものではありません。また，体力だけをつければ勝て
るものでもありません。ましてや，精神力だけで勝てるはずもありません。 

私は，これまでの大きな大会において，勝敗を左右するような勝負どころに幾度となく遭遇し，以下
の３つのことを感じるようになりました。 

 

  ① 技術と体力を引き出すのは，『精神力』ではないか。 

  ② 緊張した場面では，最も弱い部分が露呈する。 

  ③ 勝負とは，強さ比べではなく，実は，弱さ比べである。 

 

これらは，大きな大会で勝利するために知っておくべき重要なポイントであると言えます。 

つまり，技術と体力と精神力をバランスよく鍛え，弱点をもたない選手に育てることが勝利への最短
距離であると言えます。 

したがって，より質の高い技術や体力を身につけさせる練習方法の研究はもとより，漠然とした『精
神力』の正体を明らかにさせることこそ，勝たせる指導者としての必要条件であると言えます。 

（４） 精神力の不足によって敗者となっていった選手の特徴 

大きな大会において，精神力の不足によって敗者となっていった選手は，＜図―１＞のような行動が

人間力の要素 「指導者としての育てたい力」 「選手としての目標」 

① 主体性 
・自分を律する力 

・常に考えて行動できる力 
よく考える選手 

② 感 性 
・良いものを敏感に感じる力  

・感激を分かち合える力 
謙虚で素直な選手  

③ 集中力 
・課題を思い続けられる力 

・人の話を聴く力 
集中できる選手  

④ 忍耐力 
・自分に負けない力 

・部活動と勉強の両立ができる力 
苦しいことから逃げない選手 

⑤ 礼 儀 
・大きな声であいさつできる力 

・自分の考えを指導者に伝えられる力 
礼儀正しい選手  

⑥ 公 正 
・自分を客観視できる力 

・ルールが守れる力 
ルールが守れる選手  

⑦ 社会性 
・自分の意志を人に伝える力 

・仲間を大切にできる力  
仲間を大切にできる選手  

＜表―１＞ 



見られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 『精神力』の正体 

以上のような行動の原因を大まかに分類してみると，「自分に負けない力」と「自分を律する力」の

不足から起こっている現象であることは容易に分析することができます。 

そこで，高松クラブでは，『精神力』の正体を「自分に負けない力」と「自分を律する力」であると

考えることにしています。 

（６） 精神力の育成方法 

先ず重要なことは，「自分に負けない力」と「自分

を律する力」をあらゆる場面で徹底して鍛えることで

す。それによって「感情をコントロールする力」が徐々

に身につき，人間的成長が感じられるようになってき

ます。すると，「自分を客観視できる力」が備わり，

進化した自分を実感できるようになりはじめます。こ

うして，次々と『自信』が生まれ，『精神力』は，徐々

に強靭なものへと進化していくのです。 

（７） 勝利への道筋 

スポーツにおいて，心・技・体をバランスよく鍛

えることが勝利への道筋であることはよく耳にすることです。「心」とは「精神力」に置き換えられ，「精

神力」とは「自分に負けない力」と「自分を律する力」に置き換えられ，その育成方法についても先に

述べたとおりです。残る「技」と「体」の向上のためには，より質の高い集中力や耐える力が必要とな

ることから，優れた人間力が必要となってくるのです。 

したがって，陸上競技における勝利への道筋は，人間力と競技力の両方を徹底して鍛えることだと考

えています。さらに，生活のすべての機会が鍛える場であるという認識とそれに向かう覚悟が重要です。 

選手も保護者も指導者も，この事実に逸早く気づき，日常生活のすべてにおいて人間力を高めようと

する集団であり続けることこそ高松クラブがめざす陸上競技者育成の理想の姿であると考えています。 

 

            

 

 

 

自分に負けない力 

自分を律する力 

自分を客観視できる力 

感情をコントロールする力 

人
間
力
の
向
上 

 

強靭な精神力の獲得 

競
技
力
の
向
上 

 
 

 

「自分を律する力」の不足 

 

「自分に負けない力」の不足 

①試合で課題を忘れる選手  

②試合中に勝ってやろうと思えなくなる選手  

③試合中に自分の失敗を修正できない選手  

④勝ったことを自慢する選手  

⑤悪くなることばかりを考える選手  

⑥試合中に大きな声が出せない選手  

⑦試合中に泣く選手  

⑧試合中に考えない選手  

⑨自分の考えを指導者に伝えられない選手  

⑩記録の良し悪しで一喜一憂する選手  

⑪視野の狭い選手  

⑫人のことが考えられない選手  

⑬マナーの悪い選手 

⑭仲間をいじめる選手 

＜図―１＞ 

※①～⑭のような行動は，「自分に負けない力」や「自

分を律する力」の不足によるものだと考えられます。 

＜図―２＞ 

高松クラブの礎 

自ら考える主体性は，人を賢くし， 

集中する力の上達が，人を強くする。 

    そして，感激し合える仲間と共に生きることが，人を幸せにする。 



（８） 選手の成長欲求を生むために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マズローの欲求の５階層 

生理的欲求が満たされる

家庭環境づくり 

(保護者，選手) 

安心して生活できる家庭，

学校，学級環境づくり 

(保護者，選手) 

親愛なる集団づくり 

(保護者，指導者，選手) 

多くの仲間から認められ

る仲間づくり 

(選手，指導者) 

さらに成長しようとする

意欲の発現 

(選手) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

練習時間（集合は１０分前） 

曜日 水 土 日 

時間 17:30～ 14:00～ 

     

 

 

  主な指導スタッフ 

＜申込方法や詳細は HP で＞ http://www.takamatsu-tf.jp 

より速くより高くより遠く 

高松クラブ  
  Takamatsu Track&Field Club 

＜クラブ員の条件＞ 

条件１ 入部は、スポーツ傷害保険等に加入している者に限る。 

条件２ 入部者の送迎は、保護者の責任において行う。 

条件３ 競技者らしからぬ行動が見えた場合は、退部を勧告する。 

条件４ 競技力の向上に努める意思が確認できなくなった場合は、

退部を勧告する。 

条件５ 細心の注意を払って、練習中のけがの防止に努めること。 

 

Short-Sprint Hurdle-run High-Jump Long-Jump Pole-Vault Shot-Put 


